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四條畷市都市整備部下水道課

1

行為・占用許可申請書

位置図

計画図面等（別添資料②～⑦参照）

流量計算書（本管設置の場合）

2

3

市職員による測量等検査

4

寄付申込書

位置図

公共桝設置調査カード

印鑑証明（申請者が法人の場合のみ必要）

地積図（写し）

竣工図

工事写真

 参考資料

① 取付管および桝設置基準 ⑤ 副管設置基準

② 塩ビ製小口径桝標準図（分流地域のみ） ⑥ マンホールインバート工標準図

③ 雨水桝構造図（分流地域のみ） ⑦ 竣工図作成要領

④ 合併桝構造図（合流地域のみ） ⑧ 流量計算例

※注意事項
・

・

・

・ 可とう支管については、市認定製品を使用することから行為占用許可申請時に協議願い
ます。

寄付申込書が提出されない場合は、公共下水道施設とならない場合があります。

都市計画法第29条の規定による開発行為の場合、寄付申込書の提出後に「開発行為に関
する工事の検査済証」が大阪府知事より施行されます。

上記以外の下水道施設を設置する行為許可申請の場合、寄付申込書を提出頂けない場合
は今後の協議をお断りすることがありますので、検査後速やかに寄付申込書を提出して
下さい（概ね１週間以内）。

宅地等開発に関する協議フロー

確認事項

行為・占用許可申請　各2部

出来形図面の提出・検査日の予約

竣工検査

寄付申込書　各1部


